
2021年4月1日

滋賀労働局 彦根労働基準監督署

石綿障害予防規則の改正

１ 事前調査のポイント

２ 事前調査の結果等の報告

３ 令和３年以降の改正概要

４ お知らせ



• 事前調査のポイント



事前調査が変わります！
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石綿障害予防規則（石綿則）の用語

石綿則では用語の正確な理解が必要。

法令や通達で使用される「等」は、通常は最初に使用する部分にその意味を記載。
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・石綿等（石綿則第２条第１項） 石綿若しくは石綿をその重量の0.1％を超えて含有する製剤その他の物

・切断等（石綿則第２条第３項） 切断、破砕、穿孔、研磨等

用語１

【石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより引用】



石綿則の用語

石綿則では用語の正確な理解が必要。

法令や通達で使用される「等」は、通常は最初に使用する部分にその意味を記載。
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・工作物

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作

物に設置されているもの又は設置されていたものの全

てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水

道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設

置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、

エスカレータ－等又は製造若しくは発電等に関連する

反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれら

の間を接続する配管等の設備等。

建築物内に設置されたエレベーターについては、か

ご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物である

ことに留意。

用語３

・解体工事

建築物の壁、柱及び床を同時に撤去する工事。

・改修工事

建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事

であって、建築物の解体工事以外のもの。

・建築物

全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは

電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又

は汚水処理の設備等の建築設備を含む。

用語２



事前調査とは

建築物、工作物の解体、改修工事前に、石綿含有建材の使用有無を調査。

原則として全ての建築物等の解体等を行う際に、あらかじめ実施が必要（石綿則第３条）。

・次のいずれかの方法で判断する。

○調査対象材料について、製品を特定し、その製品の

メーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明や成

分情報等と照合する方法。

○調査対象材料について、製品を特定し、その製造年

月日が平成１８年９月１日以降（一部ガスケット等は

別途定める日）であることを確認する方法。

石綿なしの判断時の注意事項
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・すべての建材が対象。

・設計図書等の文書調査と目視調査で確認し、石綿含

有の有無が不明の場合は、分析または石綿ありとみな

す（石綿ありとみなした場合は、当然に石綿則適用）。

設計図書：建築物、その敷地又は工作物に関する工

事用の図面及び仕様書

設計図書等の「等」に含まれるもの

施工記録、維持保全記録、発注者からの情報

対象と方法



調査資格

令和５年１０月１日以降の建築物の工事に係る事前調査は、資格者が行う。

【対象作業】

・特定工作物の解体等の作業

特定工作物：反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容

器ほか（令和２年厚生労働省告示第

２７８号。特定工作物告示）

・特定工作物以外の解体等の作業のうち、塗料その他

の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等

の作業

例：塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート

補修材（シーリング材、パテ、接着剤等）の除

去等が含まれる。

工作物の調査資格は令和８年１月１日～
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・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者

・令和５年９月までに日本アスベスト調査診断協会に

登録された者

【一般と特定の違い】

調査することのできる範囲は同じだが、特定は実地

研修や口述試験が加えられ、専門性が増す。

【一戸建て等とは】

一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部（長屋を含

み、店舗併用住宅は含まない。）。

資格の種類



調査の項目

項目は法令で定められているため、調査漏れがないよう留意。

②工事の概要は、工事名称から内容が分かる場合は、

工事の名称と同じ記載で差支えない。

⑤構造には、次の事項を含む。

主要構造の情報（鉄筋コンクリート造等）

規模の情報（階数、延べ床面積等）

耐火建築物、準耐火建築物の該当の有無

⑥部分は、図面等に表示しての記録が望ましい。

解体作業は、すべての部分であることの記録で可。

⑧使用なしをいずれの方法により判断したのか、判断

に使用した書類等。

⑩解体等の作業過程で、目視確認ができるようになっ

たときに、改めて事前調査が必要。

調査ポイント
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①事業者の名称、住所及び電話番号

②解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名

称及び概要

③調査終了日 ④着工日等

⑤事前調査を行った建築物等の構造

⑥事前調査を行った部分（分析試料採取場所含む。）

⑦事前調査の方法（分析調査の方法含む。）。

⑧材料ごとの石綿等の使用の有無（みなし含む）、使

用なしの判断根拠。

⑨事前調査者の氏名及び資格証明書類

⑩構造上目視確認できない材料の有無及び場所

１０項目



事前調査が不要になるケース

一部の作業は事前調査の必要なし。

相談が多いケースは以下の３点だが、事前調査の実施が望ましいことは言うまでもない。

既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する

材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの

作業。

上塗りの場合
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除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみ

で構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれ

ていないことが明らかなものであって、手作業や電動

ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが

可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで

除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等

を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。

石綿含有なしが明白な場合

釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、

材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考え

られる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、

電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性

がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、

事前調査を行う必要がある。

釘による固定、釘を抜く等の場合



石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
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法令を含む施工上の留意事項が記載されている。

内容：飛散防止対策、隔離空間からの漏えい確認、呼吸用保護具、事前調査の方法など。



事前調査の流れ（書面調査）
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【石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより引用】



事前調査の流れ（目視調査）
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【石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより引用】



• 事前調査の結果等の報告



報告対象の工事

解体と改修で報告の基準が異なる。

ｇＢｉｚＩＤを取得の上、工事着手前にあらかじめ電子報告。

・請負代金の額とは

材料費を含めた工事全体の額。消費税含む。

・建築物と工作物が混在する場合

解体工事の床面積の合計が８０㎡以上または工事全

体の請負代金が１００万円以上で報告が必要。

・報告義務者は元請（下請に係る内容も含める。）

・新たに調査していない材料が見つかった場合

当該材料について改めて事前調査を行った場合は追

加で事前調査の結果等の報告が必要。

①建築物の解体工事

（床面積の合計が８０㎡以上）

②建築物の改修工事

（請負代金が１００万円以上）

③工作物の解体工事又は改修工事

（特定工作物に限る。請負代金が１００万円以上）

※②、③は床面積換算が困難なため、請負代金が基準。

報告のポイント対象
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ｇＢｉｚＩＤ

ｇＢｉｚＩＤは３種類あるが、いずれでも報告可。

プライム、エントリーともにオンラインは即時発行。

① gBizIDプライム（会社代表、個人事業主向け）

・申請方法

書類郵送申請（書類審査/発行 約１週間）

オンライン申請（即時発行）

※個人事業主のみ（マイナンバーカード必要）。

・行政サービス 無制限

・従業員向けのアカウントも作成可

②gBizIDメンバー（プライム取得組織の従業員向け）

・書類審査 不要

③gBizIDエントリー（事業者すべて）

・書類郵送は不要（即時発行）

・行政サービス 制限あり

・法人・個人事業主向け共通認証システム。

・ｇＢｉｚＩＤを取得すると、一つのID・パスワード

で、複数の行政サービス にログインできる。

アカウントは 最初に１つ 取得するだけで、 有効期

限、年度更新の必要はない 。（令和３年８月現在）

・ｇＢｉｚＩＤには、

gBizIDプライム

gBizIDメンバー

gBizIDエントリー

という３種類のアカウントがある。サービスにより必

要なアカウントが異なりますが、本報告はプライム、

エントリーのいずれでも可能。

３種類の詳細ｇＢｉｚＩＤとは
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ＧビズＩＤの作成に必要なもの

【gBizIDプライム】
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gB i z ID作成に必要なもの

【gBizIDエントリー】
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【石綿総合情報ポータルサイト】

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/resu

lt-reporting-system/

【gＢｉｚＩＤ デジタル庁】

https://gbiz-id.go.jp/top/

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
https://gbiz-id.go.jp/top/


• 令和３年以降の改正概要



石綿障害予防規則等の改正のポイント
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令和３年３月３１日まで 改正 ※下線部分が令和３年４月１日以降の改正内容

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル１

石綿含有吹付け材

レベル２

石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材 レベル２

石綿含有保温材、

耐火被覆材、断熱材

レベル３

スレート、Pタイル、

けい酸カルシウム板1種等

その他石綿含有建材

けい酸カルシウム板

1種※２（破砕時）

仕上げ塗材（電動工

具での除去時）

レベル３

スレート、Pタイル等

その他石綿含有建材

事前調査
※調査方法を
明確化

資格者による
調査

調査結果の３
年保存、現場
への備え付け

作業計画

作業状況等の
写真等による
記録・３年保
存

掲示

湿潤な状態に
する

マスク等着用

作業主任者の
選任

作業者に対す
る特別教育

健康診断

負圧隔離

集じん・排気
装置の初回時、
変更時点検

作業開始前、
中断時の負圧
点検

隔離解除前の
取り残し確認

等

計
画
届
（
レ
ベ
ル
２
も
計
画
届
）※

十
四
日
前

隔離
※負圧は不要

事
前
調
査
結
果
等
の
届
出
（
一
定
規
模
以
上
の
工
事※

１

が
対
象
）

事前調査

作業計画

掲示

湿潤な状態に
する

マスク等着用

作業主任者の
選任

作業者に対す
る特別教育

健康診断

負圧隔離

集じん・排気
装置の初回時
点検

作業開始前の
負圧点検

等

計
画
届※

十
四
日
前

作
業
届※

工
事
開
始
前

※１ 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事
※２ 石綿含有けい酸カルシウム板１種（天井、耐火間仕切壁等に使用）：レベル１・２ほどの飛散性はないが他のレベル３より飛散性が高い



１ 解体・改修工事開始前の調査【説明済】

・ 事前調査の方法の明確化（設計図書等の確認及び目視による確認の必須化等）

・ 石綿が含有されているとみなして措置を講じる場合は分析調査を不要とする規定の吹付け材への適用

・ 事前調査を行う者及び分析調査を行う者の要件（一定の講習修了等）の新設

・ 事前調査及び分析調査の結果の記録等（記録項目の明確化、３年保存の義務化、作業場への記録の写しの備え付け義務化等）

２ 解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設

・ 計画届の対象拡大（作業届対象作業を計画届の対象に見直し）

・ 解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設（建築物及び特定の工作物に係る一定規模以上の解体・改修工事について

事前調査結果等の届出義務化等）

３ 負圧隔離を要する作業に係る措置の強化

・ 隔離･漏洩防止措置の強化（隔離解除前の除去完了確認、集じん･排気装置の設置場所等変更時の点検、作業中断時の負圧点検の義務化）

４ 隔離（負圧は不要）を要する作業に係る措置の新設

・ けい酸カルシウム板１種を切断等する場合の措置の新設（隔離（負圧は不要）の義務化）

・ 仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する場合の措置の新設（隔離（負圧は不要）の義務化）

５ その他の作業に係る措置の強化

・ 石綿含有成形品に対する措置の強化（切断等による除去の原則禁止）

・ 湿潤な状態にすることが困難な場合の措置の強化（除じん性能を有する電動工具の使用等の発散抑制措置の努力義務化）

６ 作業の記録

・ 40年間の保存義務がある労働者ごとの作業の記録項目の追加（事前調査結果の概要及び作業実施状況等の記録の概要を追加）

・ 作業計画に基づく作業実施状況等の写真等による記録・保存の義務化

７ 発注者による配慮

・ 事前調査及び作業実施状況等の記録の作成に関する発注者の配慮義務化

石綿障害予防規則等の主な改正内容
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建築物、工作物、船舶
うち耐火建築物・準耐火建築物

吹き付けられている石綿等の除去 計画届 計画届

吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込み 計画届 計画届

石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込み 計画届 計画届

２ 解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設
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計画届の対象拡大

■ 以下の仕事について、新たに労働安全衛生法第88条第３項に基づく計画届の対象とする。

① 耐火建築物・準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

② 耐火建築物・準耐火建築物以外の建築物、工作物、船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込
みの作業を行う仕事

③ 建築物、工作物、船舶に張り付けられている石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

（労働安全衛生規則の改正）

＜～令和３年３月３１日＞

＜改正後＞

建築物、工作物、船舶
うち耐火建築物・準耐火建築物

吹き付けられている石綿等の除去 作業届 計画届

吹き付けられている石綿等の封じ込め又は囲い込み 作業届 作業届

石綿含有保温材等の除去、封じ込め又は囲い込み 作業届 作業届

建設業及び土石採取業に限定

※その他の業種は石綿則第５条による作業届が必要



計画届の必要書類

レベル１、２の計画届に添付する書類は、労働安全衛生規則に定められている。

届け出は石綿除去作業の１４日以上までに行う必要がある。

１．仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

・工事区域を示した地図（道路、周囲の建物、人家等を含む）

・工事場所の平面図

・隣接する工区との関係 等

２．建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面

・解体等を行う建設物等の平面図、立面図及び断面図

３．工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面

・集じん・排気装置の構造、性能、設備図等（算定根拠を含む）←作業空間を１時間に４回以上換気。

・清掃作業用機械の構造、性能等【真空掃除機】

・薬剤塗布用機械の概要 【エアレススプレイヤー】

・洗身設備及び更衣設備図【セキュリティルーム】

・労働者等への掲示例【事前調査結果は近隣住民等が見える位置（Ａ３以上）】 等

添付書類①
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計画届の必要書類

レベル１、２の計画届に添付する書類は、労働安全衛生規則に定められている。

届け出は石綿除去作業の１４日以上までに行う必要がある。

４．工法の概要を示す書面又は、図面

・除去処理工法の概要（作業場所の隔離方法、天井等の作業の場合の足場の確保方法を含む）

・施工フロー図

・粉じんの発散抑止【飛散防止剤、飛散抑制剤（必要量計算）】

・工事に使用した工具、設備等の清掃、管理の方策

・除去処理後の廃棄物管理方法（下請運搬許可、処分場への運搬経路含む。）

・足場を使用する場合はこの組立図（概要） 等【墜落防止、物体落下の措置】

５．労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

・安全衛生管理計画 ・安全衛生管理体制及び施工体制

・緊急時対策及び連絡体制 ・上記４エの機械、設備等の保守・点検方法

・作業記録に関する事項（記録様式、保存年限の確認等）

・保護具【マスク以外にも、保護衣、手袋、シューズカバー等が必要】 等

添付書類②
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計画届の必要書類

レベル１、２の計画届に添付する書類は、労働安全衛生規則に定められてる。

届け出は石綿除去作業の１４日以上までに行う必要がある。

６．工程表

・作業工程表【立合希望日時を記載】

７．その他 （必要に応じ）

・解体の建築物、構造及び現場の状況から、確認を必要とする事項等

（例:第三者の立ち入り禁止の具体的な対策等）

・石綿の事前調査結果（分析結果等）の写し

・石綿健康診断の受診状況

・各種資格等の写し（石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者、分析調査者、特別教育終了証等）

添付書類③
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【配管エルボが石綿保温材で覆われている場合】

石綿非含有部分での切断（フランジ部分の取外し）であっても、届け出が必要。

配管から保温材を除去していないが、建築物等から石綿保温材を取り除くため、法令の「除去」にあたる。



３ 負圧隔離を要する作業に係る措置の強化

25

隔離・漏洩防止措置の強化

■ 吹付石綿、石綿含有保温材等の除去等の作業を行う場合に義務づけられている措置のうち、隔離空間に係る集じん・
排気装置の点検や負圧の点検について、以下のとおりとする。

＜集じん・排気装置の点検＞
・集じん・排気装置の設置場所を変更したときその他集じん・排気装置に変更を加えたときは、排気口からの石綿
等の粉じんの漏えいの有無を点検しなければならないこととする。

＜負圧の点検＞
・その日の作業開始前及び作業を中断したときは、前室が負圧に保たれていることを点検しなければならないこと
とする。

■ 石綿等に関する知識を有する者が石綿等の除去が完了したことを確認したあとでなければ、隔離を解いてはならない
こととする。

デジタル粉じん計、リアルタイムモニター等

スモークテスター、マノメーター等

最終日を除く日の作業が終了したときも、作業を中断したときに該当する。

４ 隔離（負圧は不要）を要する作業に係る措置の新設



■ 建築物、工作物又は船舶の解体・改修作業を行う仕事の発注者は、当該仕事の請負人による事前調査及び作業の実施
状況の写真等による記録が適切に行われるように配慮しなければならないこととする。

５ その他の作業に係る措置の強化
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石綿含有成形品に対する措置の強化

湿潤な状態にすることが困難な場合の措置の強化

■ 石綿含有成形品を除去する作業においては、技術上困難なときを除き、切断等以外の方法により作業を実施しなけれ
ばならないこととする。

■ 石綿等を湿潤な状態にすることが著しく困難な場合について、除じん性能を有する電動工具を用いる等、石綿の発散
を抑制する措置を講じるよう努めなければならないこととする。

・材料が下地材等と接着剤で固定されている場合。

・材料が大きく切断等を行わずに手作業で取り外すことが困難な場合 等

６ 作業の記録

作業計画に基づく作業実施状況等の写真等による記録・保存の義務化

■ 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体・改修作業を行ったときは、作業計画に基づく作業の実施状
況を写真等により記録するとともに、従事労働者の氏名、従事期間等を記録し、３年間保存しなければならないこと
とする。

労働者ごとの作業の記録項目の追加

■ 石綿等の取扱い作業に従事する労働者について、作業に従事しないこととなった日から40年間の保存が義務づけられ
ている記録の項目として、事前調査の結果の概要及び作業の実施状況の記録の概要を加える。

所轄労働基準監督署へ報告した事前調査結果等の結果の写しの保存で足りる。

７ 発注者による配慮



• お知らせ



転倒災害防止対策もお願いします！

彦根監督署管内では令和５年の労働災害２７４件（※）のうち、７９件が転倒災害。

転倒災害は、業種、年齢にかかわらず発生しています。 （※）令和６年２月速報値新型コロナウイルス感染症関係除く

滋賀労働局ホームページ

（労働基準監督署からのお知らせ）

・転倒は、滑り、つまずき、踏み外しが３大要因です

が、これら以外に人との接触や転倒しなかった もの

の足をくじく等の災害が多発しています。

・彦根監督署では、令和５年７月に、管内の事業場で

実際に取り組まれている転倒災害防止対策を掲載した

事例集を作成し、滋賀労働局ホームページに掲載する

ほか、彦根監督署窓口で配布しています。

令和６年２月に改訂版を作成しましたので、管内の

取組状況を確認いただき、ご活用ください。

典型的な転倒災害以外にも…
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転倒災害事例集

（左）階段の踏みはずし対策 （右）長靴の滑り対策
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ゼロ災滋賀ロゴマーク
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最近の労働災害の増加傾向を受け、安全衛生意識の高揚を図るため、滋賀労働局では

ゼロ災滋賀ロゴマーク

を制定し、事業場での使用を奨励しています。

滋賀労働局のＨＰにおいて公開しておりますので、事業場内の啓発にご利用ください。

滋賀労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/_00002.html

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/_00002.html

